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1．はじめに

環境ホルモン問題の重要性、緊急性に鑑み、環

境庁と建設省は、1998年の夏、緊急全国一斉調

査を行った。

県内では、建設省が一級河川の多摩川、鶴見川

及び相模川を、環境庁が県内の二親河川の中で主

要河川である酒匂川及び金目川を対象として調査

を行った。

建設省の調査は調査対象物質が基本として9物

質と少なく　り、環境庁の調査は水質の農薬を除く

物質の結果のみしか公表されていない2）。本調査

では59物質を対象とし、県内の中小河川の実態

を把握することを目的として、河川水、底質及び

生物について調査を行い、その実態が分かったの

で報告する。

2．方法

2．1　調査対象物質

環境庁の提示した「SPEED－98」3）の70物質群

の中で、分析設備が無いダイオキシンとメソミル、

調査マニュアル4）に分析方法が示されていないジ

チオカーバメート系殺菌剤（マンゼプ、マンネプ、

メチラム、ジネプ、ジラム）、我が国では未登録

の農薬（マイレックス、トキサフェン、アルディ

カープ、キーボン）の11物質を除く59物質群88

項目を対象とした。

表1に調査対象物質群とその項目の検出下限値

を示した。

表1　調査対象物質

No ＊ �物　質　名 �項目名（略称，別名） �検　出　下　限　イ ��直 
河川水 （〃g／1） �底質 （ng／g．dⅣ） �魚類 （ng庵） 

2 3 �ポリ塩化ビフェニル類 ポリ臭化ビフェニル �（PCB）塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 
二塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 

三塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 

四塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 

五塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 

六塩化ヒ～フェニル �0．01 �1 �1 

七塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 

八塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 

九塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 

十塩化ビフェニル �0．01 �1 �1 
（PBB）臭化ビフェニル �0．01 �0．5 �0．5 
二臭化ビフェニル �0．01 �0．5 �0．5 

三臭化ビフェニル �0．01 �0．5 �0．5 
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No ＊ �物　質　名 �項目名（略称，別名） �検　出　下　限　値 ��… 
河川水 （〃g／1） �底質 （n釘g．dⅣ） �魚類 （ng／g） 

3 �ポリ臭化ビフェニル �四臭化ビフェニル �0．01 �0．5 �0．5 

五臭化ビフェニル �0．01 �0．5 �0．5 

4 �ヘキサク即へヾンビン �六臭化ヒヾブェニル �0．01 �0．5 �0，5 （HCB） �0．02 �1 �1 

5 �へ0ンタク叩フェノール �（PCP） �0．01 �5 �5 

6 �2，4，5－トリク叩7ェノキシ酢酸 �（2，4，5－T） �0．02 �1 �l 

7 �2，4－シ寸ク叩フェノキシ酢酸 �（2，4－D） （CAT） �0．02 �1 �1 

8 �アミトロール ��1 �1 �1 

9 �アトラゾン ��0．01 �1 �1 

10 �アラク叫レ ��0．01 �1 �1 

11 �シてシヾン ��0．01 �1 �1 

12 �ヘキサク叩シクロヘキサン �（HCH）α－HCH、β－HCH、 �0．02 �1 �1 

12 �エチルハ○ラチオン �γ－HCH、6－HCH �0．02 �2 �2 

13 �カルハ■リル �（NAC） �0．01 �1 �1 

14 �タロルデン �trans－タロルデン、Cis－タロルデ ン、Cis－ノナタロル �0．02 �1 �1 

15 �オキシクロルデン ��0，02 �1 �1 

16 �打ans－ノ〃判レ �（DBCP） �0．02 �1 �1 

17 �1，2－シ寸デpH－ク叩プロハ○ン ��0．1 �1 �1 

18 �DDT �P，P■－DDT、0，p▼－DDT �0．05 �2．5 �2．5 

19 �DDE �P，P’－DDE、0，p●－DDE �0．02 �1 �1 

19 �DDD �p，p．－DDD、0，P’－DDD �0．02 �1 �1 

20 �ケルセン �（ブコホル） （へやンデエヒ○ン） �0．02 �1 �1 

21 �アルドリン ��0，02 �1 �1 

22 �エンドリン ��0，02 �1 �1 

23 �ディルドリン ��0．02 �1 �1 

24 �エンドルフアン ��0．02 �1 �1 

25 �へブタタロル ��0．02 �1 �1 

26 �へブタタロルエホ○キサイド �桓ラリン） �0．02 �1 �1 

27 �マラチオン ��0．01 �1 �1 

29 �メ　キシクロル ��005 �2．5 �2．5 

31 �ニトロフェン �（NIP） �0．04 �4 �4 

33 �トリデチルスス～ �（TBT） �0．01 �1 �1 

34 �トリブェニルスス÷ �（TPT） �0．01 �1 �1 

35 �リアルラル ��001 �1 �1 

36 37 �アルキルフェノール類 ビスフェノ＿ルA �4－te正一デチルフェノール �0．01 �5 �5 

4－n－へ○ンチルフェノール �0．01 �5 �5 

4－n－ヘキシルフェノりレ �0．01 �5 �5 

4－n－ヘプチルフェノール �0．01 �5 �5 

4－teIt－オクチルフェノール �0．01 �5 �5 

4－n一オクチルフェノール �0．01 �5 �5 

ノニルフェノール �0．1 001 �50 5 �50 5 

38 �ブタル酸ゾ（2－エチルへキシル） �（DEHP） �0．5 �25 �25 

39 �ブタル酸デチルヘ～ンシヾル �（BBP） �0．2 �10 �10 

40 �ブタル酸ゾ（n－デチル） �（DBP） �0．5 �25 �25 

41 �ブタル酸シ～シクロへキシル �（DCHP） �0．2 �10 �10 

42 �ブタル酸ゾェチル �（DEP） �0．2 �10 �10 

43 �へ～ンデ（a）ビレン ��0，03 �1．5 �1．5 

44 �2，4一ゾタロロフェノール �（DOA） �0．01 �5 �5 

45 �アゾビン酸ゾ（2tエチルへキシル） ��0．2 �10 �10 

46 �へ～ンデフェノン ��0．03 �1．5 �1．5 

47 �4－ニトロトルエン ��0．03 �1．5 �1．5 

48 �オクタク叩スチレン ��0．02 �1 �1 

50 �へ～ノミル ��0．02 �10 �10 

55 �ハリデシヾン ��0．01 �1 �1 

56 �シヘ○ルメトル ��0．04 �4 �4 

57 �エスフェンハヾレレート ��0．04 �4 �4 

58 �フェン′、÷レレート ��0．04 �4 �4 

59 �へ○ルメトル ��0．01 �1 �1 

60 �ピンクロブリン ��0．01 �1 �1 

63 �ブタル酸シ寸へ○ンチル ��0．2 �10 �10 

64 �ブタル酸シ寸へキシル ��0．2 �10 �10 

65 �ブタル酸シヾプロヒ8ル ��0．2 �10 �10 
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No ■ �物　質　名 �項目名（略称，別名） �検　出　下　限　f ��直 
河川水 （〟g／1） �底質 （ng／g．dⅣ） �魚類 （ng／g） 

66 66 �スチレン二量体 スチレン三量体 �cis－1，2－シヾフェニルシクロブタン、 仕ans－1，2－シ寸フェニルシクロ70タン、 1，3－シ寸フェこげロハ○ン、2，4－シヾ フェニルートデテン 2，4，6－トリブ工ニルートへキセン �0．03 0．03 �1．5 1．5 �1．5 1．5 

67 �n－デチJh÷ンセヾン ��0．02 �0．2 �0．2 

スチレン ��0．02 �0．2 �0．2 

17－β－エストラシ’オール ��0．001 �0．1 �－ 

＊No：環境庁の提示した「SPEED－98」の番号

2．2　調査地点

調査河川は境川と引地川とした。境川は東京都

と神奈川県の境から相模原市、横浜市、藤沢市を

流れ、引地川は大和市から藤沢市に流れる。両河

川ともに相模湾に流入する典型的な都市河川であ

る。

調査地点は両河川ともに下流部の境川の境川

橋、引地川の富士見橋である。調査地点を図1に

示す。

図1　調査地点

2．3　調査時期と蓋式料

1回目の調査は平成11年1月19日に、2回目

は3月　23　日に河川水と底質について行った。そ

れぞれの日の天候は曇りと晴れであった。生物に

ついては各々の河川に生息するコイ（境川）とボ

ラ（引地川）を4月13日に採取した。

2．4　書式料採取方法及び試料調製

水試料の採取はステンレス製のバケツを用いて

橋の上より表層水を採取した。n－プチルベンゼン、

スチレン及び1，2－ジプロモー3－クロロプロパン（V

OC）は揮発性が高いので、試料ビンに満水にし

た後、密栓し氷冷して持ち帰り、直ちに分析した，。
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フタル酸エステル類は汚染を避けるために直接抽

出ビンに採取した。その他の項目については分析

のグループごとに試料ビンに採取した。

底質試料の採取は橋の上よりエクマンバージ採

泥器で行い、小石等の異物を除きステンレス製の

密閉バケツに入れた。実験室に持ち帰りろ紙上に

広げて一夜放置した後均一にして試料とした。V

OCとフタル酸エステルの試料はそれぞれ別に取

り、そのまま試料とした。なお、それぞれの試料

は別に水分含量を測定した。

生物試料は魚とし、境川はコィ、引地川はボラ

を採取した。農薬分析用の試料については魚体全

てを用い、その他の項目の分析試料は魚体を解体

し、筋肉部のみを出刃包丁で細切した後、ホモジ

ナイザーで均一化したものを用いた。

2．5　分析方法

分析方法は、環境庁水質管理課の提示した「外

因性内分泌擾乱化学物質調査暫定マニュアル」4）

に準じた。

3．結果

3．1　河川水

河川水中からは、アルキルフェノール類（4－t－

プチルフェノール、4－n一ヘプチルフェノール、4－t－

オクチルフェノール、4－m－オクチルフェノール、

ノニルフェノール）、ベンゾフェノン、ビスフェ

ノールA、DBP及び農薬のペンタクロロフェノ
ール、2，4－D、アトラジン、アラクロール、さら

に17－β－エストラジオールが検出された。

検出された物質について環境庁と建設省の調査

結果と比較して表2に示した。17－β－エストラジ

オールが全国レベルより高かったが、これは両河

川ともに下水処理場排水が流入するなど典型的な

都市河川のためと考えられる。ビスフェノールA

とDBPは全国レベルであったが、ノニルフェノ
ールは全国レベルよりやや低かった。．



表2　河川水に検出された物質の全国調査との比較

物　質　名 �神 �川　県 �全　　　　　　　国 
検出率 �濃度範囲 �環　境　庁 ���建　設　省＊＊ 年■ �検出率 �濃度範囲 �検出率 �濃度範囲 

4－トデチルフェノール �3／4 �く0．01－0，06 �HlO �30／100 �く0．01－0．72 �1／10 �〈0．01－0．01 

4－m－へプチルフェノール �2／4 �〈0．01－0．02 �HlO �3／100 �く0．01－0．06 �0／10 �く0．01 

ノニルフェノール �4／4 �0．18－1．1 �HlO �73／100 �く0．05－7．1 �162／517 �〈0．1　－3 

4－トオクチルフェノール �3／4 �く0．01－0．06 �HlO �58／100 �く0．01－1．4 �7／517 �く0．1　－0．＆ 

4－n－オクチルフェノール �2／4 �く0．01－0．01 �HlO �0／100 �〈0．01 �0／517 �く0．1 

へ寸ンデフェノン �4／4 �0．03－0．38 �HlO �12／100 �く0．01－0．09 �5／10 �く0．01－0．02 

ヒ中スフェノールA �4／4 �0．29－0．79 �HlO �68／100 �く0．01－0．88 �256／517 �〈0．01－1．4 

へンタタロロフェノール �2／4 �く0．0ト0．02 �H8 �0／33 �く2 �108／517 �〈0．2　－1．3 

DBP �2／4 �く0．5－0．91 �HlO �9／100 �〈0．3　－2．3 

2，4－D �2／4 �く0．02－0．18 �H8 �0／33 �〈0．2 �411／517 �く0．0002－0．027 

17－β－エストラシヾオール �4／4 �0．1－0．2 �HlO �62／100 �〈0．00ト0．035 

濃度の単位：〃g月
◆年HlO：水環境中の内分泌撹乱化学物質実態概況調査（夏季）結果（平成10年12月）

H8：化学物質環境調査結果（平成9年版化学物質と環境一平成9年12月）
…建設省：平成10年度水環境における内分泌撹乱化学物質に関する実態調査結果

表3　底質に検出された物質の全国調査との比較

物　質　名 �神　奈　川　県 ��全　　　　国 
検出率　濃度範囲 ��環　境　庁 ���建　設　省■＊＊ 年 �検出率 �濃度範囲 �検出率 �濃度範囲 

4－t－オクチルフェノール �3／4 �く5－　　35 �H9■ �0／168 �く40 �5／20 �〈1－　22 

4－t一デチルフェノール �1／4 �く5－　6．5 ����1／5 �〈1－　1．4 

ノニルフェノール �4／4 �120－　880 �H9■ H8＊ �43／129 79／163 �く150－1，300 く5－600 �18／20 �く　3－880 

へ～ンデフェル �2／4 �く1．5－　2．9 ����1／5 �〈1－　4．8 

ビスフェノ＿ルA �3／4 �く5－　　59 ����19／20 �く0．2－　6．8 

スチレン �2／4 �く0．2－　　　2 �H9＊ �0／33 �〈7ふ �19／20 �〈25－3500 

DEHP �3／4 �く25－27，000 �H8＊ �16／33 �く150－22，000 

DBP �3／4 �く25－3，600 �H8＊ �7／30 �〈140－　　580 �6／20 4／5 �〈25－100 〈1－39 

2，4－D �2／4 �く1－　　　S �H8■ �0／33 �く22 

打ans一タロルデン �4／4 �1－　1．5 �H9■■ �9／18 �く0．007－　6．5 

cis－タロルデン �4／4 �1．3－　2．1 �H9＊■ �6／18 �く0．022－　5．93 

打ms－ノナタロル �2／4 �く1－　1．3 �H9書＊ �g／18 �く0．015－　6．12 

へ～ンデ（a）ピレン �2／4 �く1．5－　　34 �H9■■ �15／18 �〈ト1，500 

17一β・エストラゾオール �4／4 �0．5－　2．9 ����11／20 �く0．3－　1．4 

濃度の単位：n由．dり′
●H9，H8：平成9年度、平成8年度化学物質環境調査結果（化学物質と環境）
●■H9：平成9年度GC／MS水質・底質モニタリング結果（化学物質と環境）

…■建設省＿平成10年度水環境における内分泌撹乱化学物質に関する実態調査結果（建設省）

4－n－オクチルフェノールは環境庁の調査では検

出されずに本調査では2ノ4検出されているが、検

出された濃度レベルが検出下限値の0．01〃g／1で

あり、環境庁の調査が水量の多い夏季で本調査が

水量の少ない冬季であることのためと考えられる。

また、検出された物質はペンタクロロフェノー

ルを除き、全て現在使用されている物質であった。
ペンタクロロフェノールは現在使用されている殺

菌剤のPCNBが環境中で代謝分解して生成5）し

たと思われる。

3．2　底質

底質には、アルキルフェノール類（4－t－プチル

フェノール、4－m－へプチルフェノール、4－t－オク

チルフェノール、ノニルフェノール）、ベンゾ（a）
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ピレン、ベンゾフェノン、スチレン2量体、スチ

レン3量体、ビスフェノールA、n－プチルベンゼ

ン、スチレン、フタル酸エステル類（DEHP、D

B P、フタル酸ジーイソープチル、フタル酸プチルベ

ンジル）、農薬の2，4－D、けans－クロルデン、Cis－ク

ロルデン、tranS－ノナクロル、HCB、さらに17－

β－エストラジオールが検出された。

検出された物質について、環境庁と建設省の調

査結果と比較して表3に示した。両者に検出され

た物質はほぼ同レベルであるが、DBPが全国レ
ベルより高く、ビスフェノールAとベンゾ（a）ビ

レンは低かった。また、スチレン及び2，4－Dが本

調査で検出されて環境庁調査では検出されていな
いが検出された濃度が全て環境庁調査の検出下限

値以下の値であり比較できない。



表4　生物に検出された物質の環境庁調査との比較

物　質　名 �神　奈　川　県 ��環　境　庁 

検出率 �濃度範囲 �年 �検出率 �濃度範囲 

PCB �2／2 �16．9－42．7 �H9＊ �45／70 �〈10－370 

DEHP �1／2 �く25－49 �H8●■ �9／27 �〈60－960 

DBP �1／2 �く25－340 �H8■■ �9／30 �〈40－300 

ヘキサク叩へ寸ンでン �1／2 �く1－3，9 �H8＊ �5／70 �く1－1 

P，p．－DDD �2／2 �1．3－1．9 �H9＊ �35／70 �く1－　9 

P，P．－DDE �2／2 �6．4－8．7 �H9＊ �50／70 �く1－33 

ディルドリン �2／2 �3．2－9．7 �H9■ �9／70 �く1・2 

t－タロルデン �2／2 �2．7－6．5 �H9■ �11／70 �く1－　2 

C－ク叫デン �2／2 �15－16 �H9＊ �26／70 �〈1－　9 

t－ノナタロル �2／2 �18－19 �H9■ �34／70 �く1－11 

C－ノナクワル �2／2 �3．5－3．8 �H9■ �19／70 �く1－　5 

トリデチルスス～ �1／2 �く1－　6 �H9■ �13／70 �く50－140 

濃度の単位：ng仕
事H9，＊H8：平成9年度、平成8年度生物モニタリング結果（化学物質と環境）

HH8：平成8年度化学物質環境調査結果（化学物質と環境）

3．3　魚類

魚類には、PCB（三塩化ビフェニル、四塩化

ビフェニル、五塩化ビフェニル、六塩化ビフェニ

ル、七塩化ビフェニル）、TBT、フタル酸エス

テル類（DEHP、DBP、フタル酸ジーイリーブチ

ル）、HCB及び農薬のp，P．－DDD、P，Pl－DDE、

ディルドリン、什ans－クロルデン、Cis－クロルデン、

打ans一ノナクロル、Cisノナクロルが検出された。

検出された物質について環境庁の調査結果と比

較して表4に示した。調査地点が2地点と少ない

ので参考としての比較しかできないが、2地点と

もに検出された物質について比較すると、ディル

ドリン、Cis－クロルデン、けans－クロルデン及び

打ans－ノナクロルが全国レベルよりやや高い傾向

にあった。その他のものはほぼ全国レベルであった。

4．まとめ

環境ホルモン59物質について、河川水、底質

及び魚類を対象として引地川と境川において調査

を行った。

結果は、ほとんど環境庁の調査結果と同様の濃

度レベルであった。河川水と底質においてはノニ

ルフェノールと17－β－エストラジオールが全てに

検出された。まだ国で公表されていない農薬につ
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いては一都例外はあるものの、河川水にはアトラ

ジン等使用されている農薬が、底質と生物にはク

ロルデン等使用禁止となった残留性の高い有機塩

素系の農薬が検出された。
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